山口市プレミアム付き共通商品券発行事業実施要領

（目　　的）

第１条　山口商工会議所、秋穂商工会、阿知須町商工会及び徳地商工会で構成する「山口市プレミアム付き商品券発行事業推進協議会」（以下「協議会」という。）は、国が進める定額給付金事業を踏まえ、市民の消費を喚起することにより、市内事業者を取り巻く厳しい経済環境を打開するとともに、山口市の経済活性化を図ることを目的として、「山口市プレミアム付き共通商品券　（略称）ぶち得する券」（以下「商品券」という。）を発行する。

（対象地域）

第２条　本事業の対象地域は、山口市域内とする。

（事　　業）

第３条　本事業の内容は、次のとおりとする。

(１)　商品券は、５５万枚（額面５億５千万円）を限度として、協議会が発行する。

(２)　商品券は、１枚１,０００円券の１種類とする。

(3)  商品券は、１０％のプレミアム付きとし、１１枚、１１,０００円分を１セットとし、１０,０００円で市民等を対象として、５万セットを限度として販売する。

(4) 商品券の販売は、協議会において行う。但し、協議会は、必要に応じて大型店、道の駅、商店街組合及びその他協議会の会長が認めた事業所（以下「販売所」という。）において「商品券」販売を行うことができる。但し、販売に伴う手数料は、支払わないものとする。

(5) 商品券の販売対象者は、山口市民または山口市に通勤・通学する者（以下「市民等」という。）で、一世帯当たり購入限度数は５セット以内とする。

(6) 商品券の発売時期は、平成２１年５月１日（金）から平成２１年１０月３１日（土）  までとする。但し、商品券の販売は、完売次第終了するものとする。

(7) 商品券の有効期限は、平成２１年５月１日から平成２１年１０月３１日までの６箇月間とする。

(8) 商品券は、次のような場合には使用できない。

①　商品券を単に現金化すること及びこれに類する行為

②　換金性の高いもの（ビール券、図書券、切手、印紙など）の購入

③  商品券を担保に供し、または質入れすること

④  第７条の取扱事業所の責務に反する行為

⑤  その他、風俗関係及び公序良俗に反するもの

（９）協議会は、市民等及び関係事業所に対して、本事業の周知に努めなければならない。

（取扱事業所）

第４条　協議会は、商品券の取扱事業所を公募するものとする。

２　取扱事業所の募集期間は、原則として平成２１年３月２５日（水）から平成２１年４月１７日（金）までとする。但し、協議会の会長が認めた場合、この限りではない。

３　取扱事業所となろうとする者は、本規約を承認の上、取扱申込及び同意書を提出するものとする。

４　協議会は、取扱事業所から取扱申込及び同意書の提出があった場合、対象業種であるかどうかを速やかに判断し、取扱認定証、ステッカー及びその他必要書類を交付するものとする。

５　取扱事業所は、市民等へ周知するため、店頭及びレジスター付近に、協議会が交付したステッカーを貼付するものとする。

６　この事業に参加する取扱事業所は、次の掲げる業種とする。

(１)　鉱業、建設業、製造業、運輸・通信業

(２)　小売業・飲食店、サービス業

(３)  その他、協議会の会長が必要と認める業種

７　取扱事業所は、指定金融機関（山口銀行・西京銀行・山口信用金庫・西中国信用金庫

の本店、支店及び出張所）において商品券を換金する際、商品券（額面１,０００円）

１枚につき５０円の換金手数料を負担するものとする。

８　本事業への加入料は、無料とする。

（換　　金）

第５条　商品券の換金は、次のとおりとする。

（１）取扱事業所は、使用済みであることを明示するために、受領した商品券の裏面に店名を記入、押印しなければ、換金することができない。

（２）取扱事業所は、前項の処理を行った商品券、取扱認定証、商品券支払請求書及び各金融機関指定の預入書類に必要事項を記入の上、山口銀行、西京銀行、山口信用金庫、西中国信用金庫のいずれか山口市域内に預金口座のある取扱店に提出しなければならない。

（３）前項の金融機関への支払請求は、原則として毎月３日、１３日、２３日とし、入金は、当日または翌日とする。但し、これらの日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、前営業日とする。

（４）換金期限は、平成２１年１２月２２日（火）までとする。

（指定金融機関）

第６条　協議会は、各指定金融機関において、中心となる店舗（以下、「幹事店」という。）を指定し、予め換金の原資となる資金を預け入れるものとする。なお、換金の原資が不足した場合は、協議会は、速やかに幹事店に必要な原資を預け入れるものとする。

２　協議会は、商品券の換金に当たっては、換金事務手数料として商品券１枚につき５円（消費税を含む。）を指定金融機関に支払うものとする。

３　換金事務手数料は、幹事店が一括して、毎月３回、換金枚数、請求額を記した書面と共通商品券を協議会に提出し、協議会は、これらの書類を確認の上、毎月末に一括して支払うものとする。

（取扱事業所の責務）

第７条　取扱事業所は、次の責務を負うものとし、故意により違反した場合には、その損害を協議会に対して弁償するもとする。

（１）受領した商品券は、裏面の取扱い加盟店欄に事業所名を記入・押印し、取扱認定証を呈示の上、指定金融機関で換金すること。

（２）商品券を単に現金化したり、自らの商品仕入等のために使用しないこと。

（３）商品券の管理には、良識と細心の注意をもってあたること。

（４）商品販売によって受領した商品券を再販又は再利用しないこと。

（５）その他、本事業の目的に反するような行為はしないこと。

（６）取扱事業所であることを表示するステッカーを、店頭及びレジスター付近に表示すること。

（７）取扱事業所は、商品券の受領に際してつり銭は支払わないものとする。

（販売所の責務）

第８条　販売所は、未発行の商品券について善良な管理者の注意義務をもってあたらなければならない。販売所において、管理中に盗難、紛失、その他の事故が発生した場合は、販売所がその責を負う。

（辞　　退）

第９条　本事業から撤退しようとする者は、協議会に対して辞退届を提出しなければならない。

（経　　費）

第10条　本事業を運営する経費は、山口市補助金、協議会の負担金及びその他の収入をもって充てる。

（商品券の保管）

第11条  引換済みの商品券は、所定の処理をした上で、保管期間終了の日まで協議会　　　　　　　で保管するものとする。

（会　　計）

第12条　本事業の会計は、協議会において処理する。

（そ　の　他）

第13条　この要領に定めのない事項については、協議会において協議し、決定する。

附　　則

この規約は、平成２１年３月４日から施行する。

